
３９４２ 岐阜県立下呂特別支援学校 同窓会会則 

 

（名称） 

第１条  本会は、岐阜県立下呂特別支援学校同窓会と称する。 

 

（目的） 

第２条  本会は、会員相互と関係者の連帯と親睦を図り、下呂特別支援学校の発展に寄与することを目的とす

る。 

 

（事業） 

第３条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 会員の同窓活動の援助 

（２） 会員の福祉増進 

（３） 会員の生活、就職等に関する相談 

（４） 会員に必要な研修会・親睦会などの開催 

（５） 関係団体との連絡提携 

（６） その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 

（会員） 

第４条  本会は、下記の希望会員で構成する。 

（１） 本会は、岐阜県立下呂特別支援学校を卒業した者、また岐阜県立下呂特別支援学校に１年以上在学 

した者、及びその保護者とする。 

 

（役員） 

第５条  本会に、次の役員を置く。 

（１） 会長      １名 

（２） 副会長     若干名 

（３） 庶務会計    ２名 

（４） 会計監査    ２名 

（５） 常任相談員   学校長、及び、会長の推薦による者 

 

（役員の任務） 

第６条  本会の役員は、次の任務を遂行する。 

（１） 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

（２） 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。 

（３） 庶務会計は、会員及び下呂特別支援学校担当職員が当たり、庶務会計を掌る。 

（４） 会計監査は、会計を監査する。 

（５） 常任相談役は、会務に参画する。 

 

（役員の任期） 

第７条  役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。 

 

（顧問） 

第８条  本会に、顧問をおくことができる。 

 

（会議） 

第９条  会議は、総会及び役員会とする。会議は、出席者会員の過半数の賛成をもって決定する。 



１  総会は、必要に応じて開催し、会長が招集する。 

２  役員会では、次のことを審議する。 

（１） 規約の改正 

（２） 役員の承認 

（３） 事業報告及び事業計画の承認 

（４） 予算・決算の承認 

（５） その他、本会の事業達成に必要な事項 

３  役員会は、必要に応じて会長がこれを招集し、会務の企画執行及び必要事項の審議をする。 

 

（会費） 

第１０条 本会の入会金は、高等部卒業時に納入する。 

 （１） 入会金は２，０００円とする。 

 

（会計） 

第１１条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（附則） 

この会則は、平成２５年４月１日から施行する。 

この会則は、平成２６年９月２０日に一部改正する。 

この会則は、令和２年３月２３日に一部改正する。 

この会則は、令和６年１１月３０日に一部改正する。 

 


